
法第3条や第4条に基づき調査する場合、その届出手続きには時

間を要します。そのため自主調査を事前に実施し、予め区域指
定をすることで、措置や形質変更のスケジュール管理がしやすく
なるメリットがあります。また、法に基づいた調査・措置を実施し
たことを示すことができるといったメリットもあります。

なお自主調査は土壌汚染対策法に基づく手法で、指定調査機関
によって実施される必要があります。
法第3条、第4条、第14条の一般的申請フローの一部を下記フ
ローチャートに示します。

土壌汚染、自主調査、土壌調査、土壌汚染対策法、法第14条
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キーワード

自主的に調査を行うことってメリットある？

ＪＦＥミネラル株式会社

ワンポイント解説

有害物質使用特定施設の
廃止時（法3条）

土地の形質の変更（法4条）
3,000㎡以上,有害物質使用特定施設

のある工場は900㎡以上

自主調査による申請
（法14条）

汚染のおそれの調査

調査命令の発出

土壌汚染状況調査を実施、報告 土壌汚染状況調査結果を報告

調査不要

調査終了汚染あり

健康被害のおそれの判断

確認の申請

事業場等
として利用継続

調査の一時的免除

900㎡以上の
土地の形質の変更

届出
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(形質変更深さ+1m超の深度は調査
しないことができる)、報告
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：行政の手続き

：土地の所有者等の手続き

おそれあり

要措置区域に指定

おそれなし

形質変更時要届出区域に指定
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